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仙台市政務調査費の交付に関する条例（平成十三年仙台市条例第三十三号）の一部を

次のように改正する。 

 第九条第六項中「（別に定めるものを除く。）」を削る。 

    附 則 

  （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

  （経過措置） 

２ 改正後の第九条第六項の規定は、この条例の施行の日以後に提出する収支状況報

告書に係る領収書等の写しについて適用する。 

      理 由 

 政務調査費の交付に関し、政務調査費の使途の透明性を高めるため、現行条例の一

部を改正する必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。 

 


